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　猛暑中、会員の先生方におかれましては日々
お仕事に励んでおられることとお察し申し上げ
ます。日頃は福井県医師会の事業にご協力を頂
き感謝申し上げます。
　さる６月18日の第244回福井県医師会定例代
議員会において、福井県医師会会長に再選賜り
大変光栄に思うと共に、地域医療の推進に努力
をしてまいる所存であります。ご指導、ご鞭撻
のほどよろしくお願い申し上げます。
　昨年の県医療審議会では人口減少と共に団塊
の世代が全て後期高齢者（75歳以上）になる
2025年までに現在の約10,068床を7,591床に必
要病床数を減らす事を決めました。直近の３年
間の病床機能報告とは大いに乖離が見られます。
各医療機関が2025年の医療提供体制の中で自院
の立ち位置がまだまだ描き切れていません。国
は《急性期指数》や《都道府県知事の強権》を
ちらつかせながら、やがて収斂していくものとし
ています。その地域医療構想に基づき平成30年
から始まる「第７次県医療計画」（都道府県レベ
ル）を策定するため、また、「介護保険事業計画」

（市町村レベル）「介護保険事業支援計画」（都道
府県レベル）と整合性が取れるよう、これから
２次医療圏毎に調整会議が年内に数回、国が決
めたスケジュールに合わせて開催されます。医
療提供体制に関する５疾病（がん、脳卒中、心
筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病、精神疾患）、５
事業（救急医療、災害時における医療、へき地
医療、周産期医療、小児医療）並びに在宅医療
の枠組みの変更はありません。そのほかに、ロ
コモティブシンドロームやフレイル、高齢者に多
い肺炎（誤嚥性肺炎も含む）や大腿骨頸部骨折
も５疾病の中に入れることが検討されましたが、

今回は含まれませんでした。ただ、２次医療圏
の再検討は今回も入っています。交通網の整備
と専門医療の高度化・細分化があるものの、地
域医療の環境整備という観点から現在県地域医
療構想は進められています。
　輪番病院の小児科医の負担を軽減する目的で、
平成23年より福井県の委託により福井市の夜間
救急センター内で福井市医師会の管理のもとに
嶺北地区小児夜間救急センターが開設されまし
た。年間10,000人以上の患児の来院があり県民
の要望に応え経営も良好でありました。ただ、
ここに至り小児科を集約するという意味で小児
夜間救急センター（嶺北地区）移転問題が出て
まいりました。福井県、福井市、福井市医師会、
各輪番病院や県小児科医会等の意見相違で、現
在協議を重ねていますが合意を得るところまで
には至っていません。私はこの問題に関しては
初期の頃から座長として関わっており、県小児
科医会の主旨は十分理解していますが、小児科
と産科とは一体であり、小児科が縮小すれば産
科も崩壊する。愛育病院を含めた各大病院の経
営問題のことも無視は出来ません。「第７次県医
療計画」の重要な課題の一つです。中途半端な
解決は出来ません。何とか総意をまとめたいと
考えています。地域医療構想は医療機能の分化
と連携ですが、総論と各論の難しい問題です。
　2020年の東京オリンピック・パラリンピック
大会にあたり、受動喫煙への対策を強化する「健
康増進法改正法案」が自民党の一部議員の抵抗
に合い、今国会では提出されませんでした。塩
崎厚労大臣は次の国会に再び法案を提出する
心算のようですが、自見はなこ参議院議員は次
の衆議院選挙後でないと困難ではないかと私に

会　長　就　任　挨　拶
福井県医師会長　　大　中　正　光
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言っていました。わが国の受動喫煙による健康
被害への対策は世界保健機構（WHO）から《世
界最低レベル》に分類されており、少なくとも
年間１万５千人が受動喫煙を受けなければ、が
ん等で死亡せずに済んだと推計されています。
そのことから、受動喫煙防止対策はオリンピック
に関係なく勧められるべき問題で、「国民の健康
を守る専門集団」として日本医師会はこのほど
広く国民に対して署名活動（目標200万人）をす
ることになりました。東京都は東京都医師会（尾
崎治夫会長）と手を組んで受動喫煙の防止条例

（罰則付き）を制定すると小池知事が宣言しまし
た。県の担当者は大変つれない対応でありまし
たが、私は県医師会長として福井県に対し積極
的に条例制定を要求してまいります。平成30年
は福井県にて国体が開催されます。
　“ 医師は労働者か否か ” が問題になっています
が、正直言ってある一定の年齢の医師にとっては
“ 否 ” です。しかし、今の若い先生方の意識はも
はや一致することはありません。それよりも、精
神・肉体ともに健全な状態で医師としての良好な
勤務環境を確保することは至近の課題です。国は、
タスクシフティング（業務の移管）、タスクシェ
アリング（業務の共同化）を提言すると共に、医
師法に基づく応召義務の特殊性を踏まえ、時間外
労働時間数に罰則付きの上限を課した労働基準
法の改正（働き方改革）の施行後、医師に対して
は５年間罰則についての適応が延期されるようで
す。日本医師会では「医師の働き方検討委員会（仮
称・プロジェクト）」が発足しました。
　日本専門医機構は2018年４月からの新専門医
制度開始に向けて、研修プログラムの審査を９月
末までに終了し、10月から専攻医の登録をスター
トすることになりました。“ 専門医とはそれぞれ
の診療領域（診療科）において、標準的医療を提
供でき、患者から信頼される医師で、決してスー
パードクターではない ” その通りでありますが、
研修年限の不十分さなどから、医師と国民との間
にとらえ方のギャップが存在するのも事実であり

ます。また、平成16年４月からスタートした新医
師臨床研修制度で見られた地方を中心に深刻な
医師不足の二の舞と言われ、益々地域医療の崩壊
促進が危惧されています。専門医制度問題を協議
する「福井県新専門医制度に関する地域協議会」
を活性化し、地域医療を守るべく議論を重ねると
共に、これから増えてくる地域枠出身の若手医師
のキャリアアップをも視野に入れ、研修プログラ
ム制・研修カリキュラム制を柔軟に採用すべく努
力をしてまいります。また、県医師会として三つ
の必須共通講習（医療安全、感染対策、医療倫理）
を主催いたします。なお、総合診療専門医の立ち
位置がいまだに議論されていますが、私は以前よ
り総合診療専門医は「サブスペシャルティやダブ
ルボード」で処理すべきと思っていました。しか
し、それとは関係なく昨年から始まった日医の「か
かりつけ医機能研修制度」にこれからも対応して
いきます。
　政府は６月９日に「経済財政運営と改革の基本
方針2017」（骨太の方針2017）を閣議決定しまし
た。６月２日の素案の中に盛り込まれていた “ 参
照価格制度 ”（先発医薬品について後発医薬品と
の差額を患者負担とする）に関する記述が削除さ
れていました。受診時定額負担と共に極めて危険
な改悪と考えられていました。2016年４月から始
まった混合診療の突破口的な「患者申出療養」（保
険外併用療養の一種）はこの１年間でわずか４例
とのことです。６月初旬には国から来年度の予算
方針が示され、12月20日前後には平成30年度の
診療報酬改定率が決定されます。（消費税10％延
期）による財源不足で厳しさが予想される中、日
医執行部は様々な努力を行っています。私も微
力ながらこれまでに培ってきた人脈を駆使してロ
ビー活動に励みたいと考えています。
　このように、さまざまな問題に直面している医
療界ではありますが、理事役員の皆様並びに郡
市区医師会の皆様と共に地域医療を支えていき
たいと思っています。何卒深いご理解の下ご支
援賜りますよう伏してお願い申し上げます。
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　さる６月18日の第244回福井県医師会定例代議員
会において、大中正光会長、加畑雅行副会長と共に、
私にとっては４期目となる福井県医師会副会長にご
選出頂きましたこと、まずもって心より御礼申し上
げます。これまでの県医師会活動を振り返れば、介
護保険委員会委員長を３期６年、介護保険担当理事
を３期６年、介護保険・地域医療等担当副会長を３
期６年と、県医師会活動の大半は介護保険を中心に
活動させて頂きました。
　新たな社会保障制度の１つとして2000年にスター
トした介護保険制度も創設からはや18年目を迎えよ
うとしており、その急速な普及と共に、介護給付費
も2000年度3.6兆円から2014年度には9.6兆円と実に
2.5倍以上に膨れ上がっており、とにかく新制度を広
く県民に理解していただき、何とか利用していただ
こうと行政とともに県医師会担当委員・役員として
必死に利用促進に努めた頃のことを思い返すと、正
に隔世の感があります。しかし一方でまた、団塊の
世代が全て後期高齢者を迎える2025年に向けて、医
療保険と共に、社会保障全体が財政上大きな分岐点
に差しかかっており、持続可能な制度維持に向けて、
正に2018年診療報酬・介護報酬同時改定の狙いが
その財政健全化にあることは間違いありません。
　更にこの2018年（平成30年）という年は、先般「医
務技監」という医系技官のトップとして事務次官相当
の新ポストに就任された鈴木康裕氏が、保険局長就
任時に盛んに使われた「惑星直列」という言葉通り、
2018年は、単にこの同時改定だけでなく、介護保険
事業計画や医療計画、更には地域医療構想や地域包
括ケアシステムの推進、そして国民健康保険の都道府
県化など、様々な医療介護福祉関係の「改革」が目
白押しであり、しかもそれを消費税増税もない状態で
やり遂げるという離れ業が求められるわけであり、厚

労省にとっても、我々医療界にとっても、正念場を迎
えることになります。そんな大変重要な節目の時に実
施された今回の役員改選でもあったわけで、改めてそ
の責任の重さを今ひしひしと感じております。
　ご承知の通り、我々「医師会」には３層構造があ
ります。つまり政府と対峙しながらも厚生行政を中
心に政策立案に深く関わり、国民に向かって発信し
ている「日本医師会」と、市町村と密な連携を取り
ながら市町村民に医療介護福祉を提供する実働部
隊として活躍することが求められている「郡市区医
師会」があり、「都道府県医師会」は、その間にたって、
都道府県との密な連携のもと、都道府県民に広く発
信していくと共に、郡市区医師会からの要望・要請
を汲み取り日本医師会へ上申するという、正にその
コーディネーター役、調整役を担うことが求められ
ているのではないでしょうか。
　福井県医師会としても、会員各位の多大なるご支
援・ご協力等により２年前に新築竣工した福井県医
師会館を拠点として、郡市区医師会や日本医師会と
の密な情報交換と連携、更には多職種協働の中で、
上記の様々な「改革」に関して取り組むべき課題の
一つ一つと真摯に向き合い、他の医療介護福祉関連
団体とも協力しながら、「開かれた医師会」として
県民の付託に答えるべくその機能を果たしていけれ
ばと、決意を新たにしております。
　幸い加畑新副会長をはじめとして素晴らしい新理
事の先生方にご就任頂きましたので、私も微力なが
らありったけの持てる力を発揮し、大中会長をお支
えしながら、粉骨砕身、これらの問題に取り組んで
参りたいと考えておりますので、会員各位におかれ
ましても、これまで以上のご指導ご鞭撻を心よりお
願い申し上げまして、副会長就任のご挨拶に代えさ
せて頂きます。

副  会  長  就  任  挨  拶
福井県医師会副会長　　池　端　幸　彦
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　さる６月18日の第244回定例代議員会におい
て、福井県医師会副会長に選出頂き、心よりお
礼申し上げます。菲才の身に、大役が務まるか
と不安も多いところではありますが、大中会長
を補佐し、県医師会の更なる発展、ひいては県
民の保健福祉向上に貢献できるよう専心努力す
る覚悟でございます。
　現在、地域医療構想、地域包括ケアシステム、
かかりつけ医、医師の偏在対策、医師の働き方
改革、終末期医療の在り方、薬価制度の問題等、
今、医療界、医師会が直面している諸課題のほ
かに、平成30年に迫る福井しあわせ元気国体
での医療救護面でのバックアップと、県医師会
は多くの対応すべき問題を抱えております。
　その中でも、少子高齢化を迎えた福井県が県
民に安全で安心な医療を提供し続けていくため
には、「かかりつけ医」が地域医療の中核となっ
て診療や社会的役割を果たしていかなければな
らないと思います。地域医療構想の総合診療医
の問題や、地域包括ケアシステム構築など高齢
化にともなう在宅医療をいかに円滑に組織化し
ていくかなどの問題も「かかりつけ医」を中心
に考えていくべきです。そのためにも県医師会
が「かかりつけ医」の普及に努め、その研鑽の
ための研修プログラムの作成・充実が急務であ
ると考えます。
　又、平成30年度は介護報酬・診療報酬の同
時改定のみならず、第７次医療計画・第７期介
護保険事業（支援）計画・第３期医療費適正化
計画がスタートする年でもあります。つまり今
後の医療・介護施策において極めて大きな節目
となる年だということです。施策の目標年度と
されている2025年には、団塊の世代が後期高

齢者に移行します。厚労省は現状のまま進むと
医療も介護も、ひいては国家財政もパンクして
しまうという名目で、これまで以上に介護・診
療報酬を抑制し、サービスの対象者を精査して、
給付を効率的にスリム化するとともに、現役世
代・高齢者世代ともに保険料等の負担を増やし
ていくつもりのようです。このような制度改正
に対しては、医師会が意見を集約して主張し、
良い方向に変えていかなければなりません。そ
のためには多数の医師が医師会に参加すること
が重要となってきます。その点から言いますと、
先日の日医定例代議員会で若手勤務医と研修医
の入会促進のため、日医医賠責保険料の大幅な
引き下げが決定されたことは大変喜ばしく思い
ます。
　問題は山積しておりますが、会長の意志に沿
い意向を広く反映すべく尽力し、一つ一つ解決
していきたいと考えております。又、私なりに
も福井県医師会の在り方、進むべき方向を勉強
させていただき、活発な意見交換のできる福井
県医師会を築きたいと思います。
　最後に、今回の改選に際しましての、あたた
かいご支援に、重ねて、心から感謝を申し上げ、
また福井県医師会に対しまして、更なるご支援、
ご協力をお願い致しまして、就任のご挨拶とさ
せて頂きます。

副  会  長  就  任  挨  拶
福井県医師会副会長　　加　畑　雅　行


